
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

 

令和７年６月１日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当 

ページ 

（改正後） 

改正箇所 現行 改正 

１ P.５８ 

 

第５章 特定技能

所属機関に関する

基準等 

第２節 特定技能

雇用契約の相手方

の基準 

第１ 適合特定技

能雇用契約の適正

な履行の確保に係

るもの 

（４）関係法律に

よる刑罰を受けた

ことによる欠格事

由 

【関係規定】 

【関係規定】  

特定技能基準省令第２条  

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち

適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

は、次のとおりとする。  

四 次のいずれにも該当しないこと。  

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から起算

して５年を経過しない者 

 

   

【関係規定】  

特定技能基準省令第２条  

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち

適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

は、次のとおりとする。  

四 次のいずれにも該当しないこと。  

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から

起算して５年を経過しない者 

 



２ P.６０ 

 

○１つ目 

 

○ 次のいずれかに該当する場合には、欠格事由に該

当し、特定技能所属機関になることはできません。  

① 禁錮以上の刑に処せられた者  

② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑

に処せられた者  

③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処

せられた者  

④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主

としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者 

○ 次のいずれかに該当する場合には、欠格事由に該

当し、特定技能所属機関になることはできません。  

① 拘禁刑以上の刑に処せられた者  

② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑

に処せられた者  

③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処

せられた者  

④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主

としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者 

３ P.１２５ 第８章 報告徴

収・改善命令等  

第３節 改善命令

等 

○４つ目 

○ 改善命令に従わない場合や改善命令に違反した場

合には、罰則（６月以下の懲役又は３０万円以下の罰

金）の対象になります（法第７１条の３）。 

○ 改善命令に従わない場合や改善命令に違反した場

合には、罰則（６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の

罰金）の対象になります（法第７１条の３）。 

４ P.１２９ 

 

第９章 登録支援

機関 

第１節 登録支援

機関の登録申請 

第３ 登録拒否事

由 

（１）関係法律に

よる刑罰を受けた

ことによる拒否事

由 

【関係規定】  

法第１９条の２６  

出入国在留管理庁長官は、第１９条の２３第１項の

登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当

するとき、又は第１９条の２４第１項の申請書若しく

はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記

載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると

きは、その登録を拒否しなければならない。  

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた日から起算して５

年を経過しない者 

【関係規定】  

法第１９条の２６  

出入国在留管理庁長官は、第１９条の２３第１項の

登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当

するとき、又は第１９条の２４第１項の申請書若しく

はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記

載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると

きは、その登録を拒否しなければならない。  

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から起算して

５年を経過しない者 

５ P.１３１ 

 

○１つ目 

 

 

○ 次のいずれかに該当する者は、関係法律による刑

罰を受けていることによる登録拒否事由に該当する

ことから、登録支援機関になることはできません。  

○ 次のいずれかに該当する者は、関係法律による刑

罰を受けていることによる登録拒否事由に該当する

ことから、登録支援機関になることはできません。  



① 禁錮以上の刑に処せられた者  

② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑

に処せられた者  

③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処

せられた者  

④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主

としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者 

① 拘禁刑以上の刑に処せられた者  

② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑

に処せられた者  

③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処

せられた者  

④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主

としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者 

６ P.１６２ 第１0 章 罰則等  

対象 内容 罰則 根拠規

定 

法第１９条の２

１第１項（改善命

令等） 

法第１９条の２１

第１項の規定によ

る処分に違反した

者 

６ 月 以

下 の 懲

役 又 は

３ ０ 万

円 以 下

の罰金 

法第７１

条の３ 

次の行為については、罰則等の適用があります。 次の行為については、罰則等の適用があります。 

対象 内容 罰則 根拠規

定 

法第１９条の２

１第１項（改善命

令等） 

法第１９条の２１

第１項の規定によ

る処分に違反した

者 

６ 月 以

下 の 拘

禁 刑 又

は ３ ０

万 円 以

下 の 罰

金 

法第７１

条の３ 

 



７ 参 考 様 式

第 １ － １

５号 

３ 誓約事項 







  



８ 参考様式

第１－２

３号 

 





  



９ 参 考 様 式

第 ２ － １

号 

 

 



  



１０ 参考様式

第２－７

号 

 



 

  


